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午前10時00分開会 

○議長（松山 力弥）  おはようございます。今、世界では大変なことになっておりますけれども、

第２次世界戦を経て世界の平和の秩序が守られたわけでございますけれども、今、現にそれが崩

れて、ウクライナがロシアに侵攻されておるということで非常に残念でございます。早くロシア

軍の撤退を求めるものでございます。 

 それでは、開会前に広報特別委員会より会議中の議場内写真撮影の申出があっており、許可し

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ただいまから、令和４年第１回須恵町議会定例会を開会します。 

 これより本日の会議を開きます。 

 まず、議会運営委員長に、議会運営委員会の経過報告を求めます。１３番、三上政義君。 

○議会運営委員長（三上 政義）  おはようございます。 

 令和４年第１回定例会議会運営委員会の協議結果を御報告いたします。 

 ２月２２日午前１０時及び本日午前９時３０分より議会運営委員会を開催し、令和４年第１回

定例会の運営について協議いたしました。 

 今回提出された議案は２６件、町長諸報告８件、閉会中の組合議会報告４件でございます。ほ

かに陳情３件の提出があっておりますが、いずれも議員への配付の取扱いとしております。 

 会期は、本日３月２日から１８日までの１７日間としております。 

 委員会付託につきましては、総務建設産業委員会１０件、文教厚生委員会７件、予算審査特別

委員会７件で、議案第２０号及び諮問第１号については、本日提案後採決、議案第２１号から

２６号までの令和４年度の当初予算については一括議題といたします。 

 次に、日程でございますが、本日当初本会議、３日午前１０時から予算審査特別委員会、終了

後、各常任委員会を開催いたします。７日午前１０時から中本会議、８日午前９時から一般質問

を行い、終了後に全員協議会を開催いたします。９日午前９時から工事施工案件説明終了後、各

常任委員会、１０日、１４日、１５日の３日間で新年度の予算審査を行い、１５日のみ１３時か

らとしております。１８日１０時から最終本会議、終了後に広報特別委員会を開催いたします。 

 以上、議会運営委員会の御報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会期の決定について 
○議長（松山 力弥）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。 

 第１回定例会の会期を本日から３月１８日までの１７日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、第１回定例会の会期を本日から３月
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１８日までの１７日間と決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会議録署名議員の指名 
○議長（松山 力弥）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定により、１４番議員、１番議員を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．町長の諸報告 
○議長（松山 力弥）  日程第３、町長の諸報告を求めます。平松町長。 

○町長（平松 秀一）  皆さん、おはようございます。３月定例会を招集いたしましたところ、全

員参加で開催できますことを心から感謝と御礼を申し上げます。 

 それでは、町長諸報告をさせていただきます。 

令和４年度一般会計当初予算について   

 まず初めに、令和４年度一般会計当初予算について、御説明申し上げます。 

 令和４年度、一般会計の歳入歳出、当初予算の総額は、１１６億４,０００万円で、前年度当

初予算に比較いたしますと、１２億３,０００万円の増額、伸び率はプラス１１.８％で、昨年に

引き続き１００億を超える過去最高額となりました。 

 まず、歳入予算でございますが、町税につきましては、個人町民税は７.５％の増、法人町民

税は３３.２％の増、固定資産税につきましては６.０％の増となっています。 

 町税全体といたしましては８.３％の増、２億３,９００万円余りの増収を見込んでおるところ

でございます。 

 次に、地方交付税でございますが、令和４年度の地方財政計画においては、地方交付税の出口

ベースの交付額は、令和３年度比３.５％増の見込みとして計上されておりますが、幼保民営化

に伴い社会福祉費及び教育費の基準財政需要額が減となるため、本町への交付額は１９億

７,０００万円ほどと見込んでおります。 

 次に、国庫支出金につきましては施設型給付費等国庫負担金や新型コロナウイルスワクチン接

種関連国庫補助金等の増により４５.３％増の１６億４,８００万円、都道府県支出金につきまし

ても施設型給付費等県負担金や障害者自立支援給付費県負担金の増などにより１４.６％増の

９億１,８００万円程度と見込んでおります。 

 寄附金のふるさと応援寄附金につきましては昨年度と同額を計上いたしております。 

 町債につきましては、第三幼児園改築事業や、文化会館の改修事業などの新規事業及び道路改

良事業などの財源として、４１.３％増の１０億４,３００万円を計上しております。 

 なお、歳入歳出予算、収支不足の財源措置としましては、財政調整基金からの繰入金６億
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１,０００万円で対応するようにいたしております。 

 次に、歳出予算でございます。 

 まず、人件費でございますが、先に特別会計を含む全職員数の状況を報告いたしますと、令和

３年度末の退職者が２名、採用職員は今年１月の採用を含めて７人の予定となりまして、全職員

数は、フルタイム再任用職員２名、任期付き職員１名含めて１６０人の予定といたしております。 

 一般会計におきましては、平均年齢は３９歳、平均給料月額は４,１７６円上がっております。 

 人件費につきましては、幼保民営化により１億５,６００万円、１０％の減となっております。 

 毎年増加を続けております扶助費につきましては、障害者支援費・自立支援給付費や保育実施

負担金の増などにより２８.８％の増となっております。 

 物件費は、新型コロナウイルスワクチン接種事業などにより６.５％の増となっております。 

 次に、普通建設事業費でございますが、第三幼児園建設事業に７億６,７００万円、文化会館

施設維持管理事業で舞台吊物及び屋上防水の改修、照明ＬＥＤ取りつけなどで８,１００万円、

中部防災センター建設事業に１億円のほか道路新設改良事業など国庫補助や交付税措置がある起

債を活用し、安心・安全のまちづくり、生活環境の維持・向上を図ってまいります。 

 最後に、繰出金でございますが、公共下水道事業特別会計、国民健康保険特別会計、介護保険

広域連合ほかへの繰出金など、合わせて１３億９,１００万円を計上いたしております。 

 また、新型コロナウイルス対策、支援策につきましては、必要に応じまして６月定例会もしく

は臨時会で補正をさせていただきたいと考えております。 

 以上、令和４年度の一般会計当初予算の報告でございますが、須恵町の財政状況は義務的経費

の増加により依然として厳しい状況にありますが、必要とされる施策や事業につきましては、積

極的に取り組んだ予算編成ができたものと思っております。 

 今後も安全で安心な住みよいまちづくりを目指し、健全な財政運営に努めてまいる所存でござ

いますので、どうか議員各位の御理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

令和４年度国民健康保険特別会計当初予算について   

 次に、令和４月年度国民健康保険特別会計当初予算でございます。 

 予算総額は、３０億３００万円、前年度と比較しまして率で０.６％、金額で１,８００万円の

減額となっております。 

 令和４年度須恵町の国民健康保険の平均被保険者数は、社会保険への移行等により減少を続け

ていますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和２年度から社会保険への移行が減

って社会保険からの加入が増加するなど減少速度が緩やかになってきております。後期高齢者医

療制度への移行により、令和３年度より１００人ほど減少して５,７００人ほどとなる見込みで

予算編成をいたしております。 
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 具体的には、歳出におきまして保険給付費を１人当たりの医療費の増を見込み、対前年度比

１,４６０万円減額し２１億６,４００万円、県から医療給付費等の見込みで示されます国民健康

保険事業費納付金は６００万円を増額し７億７,８００万円を予算計上いたしております。これ

は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け被保険者の受診控えと自治体の軽減負担を考慮され

た県から示された額でございます。 

 歳入におきましては、まず国民健康保険税率ですが、保険税の収納状況や県が市町村ごとに示

す標準税率、県への納付金の推移等から検討を重ね、新型コロナウイルス感染症等の影響を加味

した結果、令和４年度におきましても税率改定は行わないことといたしました。保険税の収納率

の向上に努めた結果、対前年度比１,２００万円の増額となり、保険給付に必要な費用などを県

が市町村に支払う保険給付費等交付金は前年度並みの２２億円で計上いたしております。 

 保険税収納率の向上と新型コロナウイルス感染拡大の影響による受診控えによる医療費の減少

と収納率の向上によって国からの交付金が増加したことによって一般会計からの赤字補てんは当

初予算ベースで対前年度比較２,０００万円の減額とっております。 

 今後も、県や国保連合会の支援を受け、予防・健康づくりや重症化予防などきめ細かい保健事

業をより積極的に展開し、住民皆さまの健康保持・増進に一層注力していくことを踏まえ、保健

事業を強化し、医療費適正化の推進により、より一層収支両面にわたる効率的かつ効果的な取組

に努めてまいりますので、今後とも議員各位の変わらぬ御支援と御指導を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

令和４年度水道事業会計当初予算について  

 次に、令和４年度水道事業会計当初予算についてでございます。 

 収益的収支予算の収入額は６億８,７１０万８,０００円で、前年度比５.８％、金額にして

３,７７１万３,０００円の増でございます。これは、給水収益の増によるものです。 

 支出額は、５億９,４３９万９,０００円で、前年度比０.３％、金額にして２０２万

１,０００円の増でございます。 

 令和４年度の収支は、８,０５２万５,０００円の利益剰余金が見込まれます。 

 次に、資本的収支予算の収入額は３,５５０万円で、前年度比３１.５％、金額にして８５０万

円の増でございます。これは、工事負担金の増によるものでございます。 

 支出額は、２億６７９万４,０００円で、前年度比９.１％、金額にして１,７２７万

６,０００円の増です。これは、建設改良費の増によるものでございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億７,１２９万４,０００円は、損益勘定留保

資金で補てんすることといたしております。 

 いまだ給水人口は増加傾向にありますが、今後も水源の汚染防止を図り、良質な水を安定的に
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供給できるよう努めてまいりたいと考えております。 

ゼロカーボンシティの表明について  

 次に、ゼロカーボンシティの表明についてでございます。 

 ２０２０年１０月開会の第２０３回臨時国会において、我が国は、２０５０年までに温室効果

ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素社会の

実現を目指すことが宣言されました。現在、環境省を中心に関係省庁一体となって、２０５０年

カーボンニュートラルの実現に向けた様々な取り組みがスタートしております。 

 そうした中、２０２１年６月には、国・地方脱炭素実現会議が開催され「地域脱炭素ロードマ

ップ〜地方から始まる次の時代への移行戦略〜」が決定されております。 

 ２０３０年度までに少なくとも１００か所の脱炭素先行地域をつくるべく、人材・技術・情

報・資金を積極支援して、脱炭素で強靭な活力ある地域社会の実現を全国で目指しています。 

 須恵町もそうした我が国の取組に賛同し、積極的に推進していこうとするものですが、そのス

タートとして本日この場をお借りいたしまして、２０５０年に温室効果ガス実質排出ゼロを目指

すゼロカーボンシティの表明をさせていただきます。 

 「ゼロカーボンシティ すえ」宣言 

 近年の地球温暖化による気候変動は、猛暑や集中豪雨等を招き、私たちの生活に深刻な問題を

招いています。 

 ２０１５年に合意されたパリ協定では、産業革命以前と比較して世界の平均気温上昇幅を２度

よりリスクの低い１.５度に抑えるよう努力するとの目標が国際的に広く共有されました。その

後、２０１８年に公表されたＩＰＣＣ癩癩国連の気候変動に関する政府間パネル、の特別報告書

では、気温上昇幅を２度より低い１.５度に抑えるためには、２０５０年までに二酸化炭素の実

質排出量をゼロにすることが必要とされています。 

 須恵町では、「水と緑と光の町 すえ」を将来像に掲げ、自然とふれあい、町民が健康で安

心・安全に暮らせるようなまちづくりを進めてまいりました。私たちが自然を守るため、そして

豊かな生活を送るため、この環境を次世代に引き継ぐため、２０５０年までに二酸化炭素排出量

を実質上ゼロにする「ゼロカーボンシティすえ」を宣言し、町民や事業者と共に実行することを

宣言します。 

 令和４年３月２日 

 須恵町長 平松秀一 

ＳＵＥＮＯＢＡ事業の現状と課題   

 次に、ＳＵＥＮＯＢＡ事業の現状と課題について御報告申し上げます。 

 ＳＵＥＮＯＢＡ事業につきましては、議員各位の御理解を賜り、企業支援を理念として自らも
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事業収益を展開していく新しい取組に挑戦している事業でございます。 

 町長就任時に事業計画について御説明申し上げ、事業開始後、３年間は事業体制確立のため収

益を上げることはできないし、逆に投資の期間であることを御説明申し上げております。 

 そして、次の２年間で収益活動のスキームをつくり上げ、５年後には利益を上げているだろう

と、そして、１０年後には企業として確立させますと説明申し上げておりました。 

 準備期間でありました最初の３年間では、町内企業の方々から要望が多く寄せられました従業

員不足に対処するため、事業協同組合の事業許可を受けることができまして、外国人技能実習生

の受入れ、共同購買事業に取り組めるようになっております。 

 併せて、株式会社ＳＵＥＮＯＢＡにおいては、特定技能登録支援機関の認可を受け、外国人技

能実習生研修期間終了後の外国人労働者斡旋を行える許可を得ており、さらには人材派遣業の許

可も取得するに至っております。 

 当事業の趣旨に御賛同頂き、現在、九経連の無審査会員として登録していただいているところ

でございます。 

 この３年間に準備期間を終え、一昨年から積極的に事業展開を図り、技能実習生１０人の受入

れや、株式会社ＳＵＥＮＯＢＡでの企業向けセミナー、企業紹介の事業展開を始めた矢先にコロ

ナウイルスが我が国にも蔓延し、全ての事業が停止状態となりました。 

 その状況下で新たな取組としまして、ふるさと納税に取り組み、昨年度決算において３億

５,０００万円程度の基金を積み立てることができました。 

 その際に、委託事業者だけではなかなかスムースにいかない作業もあり、委託事業者からの申

出もあり、ＳＵＥＮＯＢＡの職員にふるさと応援寄附金に対する苦情処理、一部事務処理、町内

商品発掘などインセンティブ契約２％を頂くことにより人件費等を捻出している状況でございま

す。 

 去る２月２２日にＳＵＥＮＯＢＡ事業で契約している税理士事務所とお会いし、昨年度並びに

当期の経営状況について説明を受け、アドバイスを頂きました。 

 令和３年度期の決算においての事業収入は、電力手数料７９万９,２３０円、レンタルスペー

ス６万３００円、入会金１万３,２００円、ふるさと納税に対するインセンティブ契約

１,３００万９,１２３円となり、人件費を含む総支出額は１,９９０万５６４円です。単純に計

算しますとマイナス６０１万８,７１１円の当期純損益となります。 

 ＳＵＥＮＯＢＡでは１級建築士雇用受託業務やＩＴ支援受託業務等で行政支援業務費として

１,１３５万２,３００円を受け入れており、現状としては赤字経営ではない状況となっておりま

す。 

 しかしながら、コロナウイルスの影響が計り知れず、コロナ発生以降、厳しい経営状況である
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ことには変わりなく、令和４年度にはふるさと納税受託事業者の見直しやＳＵＥＮＯＢＡ事業と

して独立してふるさと納税受託企業とインセンティブ契約が締結できるかなど、慎重に見据えた

上で６月議会に状況報告を行いまして、９月議会においてＳＵＥＮＯＢＡ事業を根本的に見直し

たいと考えておりますので、御報告申し上げます。 

高齢者が生き生きと暮らせるまちづくり   

 次に、高齢者が生き生きと暮らせるまちづくりについてでございます。 

 日本で新型コロナウイルス感染症患者が確認されて、２年が経過しようとしております。発生

当初は、未知のウイルスに対し、学校の一斉休校、公共施設の閉鎖、飲食店への休業要請などに

より既存の社会構造や経済活動は大きな混乱に陥りました。この２年間、国は国民及び事業者に

対する定額給付金や事業者支援金等で経済的に支援を行い、同時にワクチン接種を推進すること

で国民の命を守る政策を行うことで、新しい形を模索しながら、少しずつではありますが社会活

動を営むことができるようになりました。 

 しかしながら、コロナ禍が長期化することで、社会活動の機会が大幅に減少し、自宅で過ごす

時間が長くなったことで町民から活力が失われたように感じられ、特に高齢者の方々については

その傾向が顕著であります。 

 そこで、町といたしましては高齢者の方の社会活動の機会創出のため、現在、行政区で開催し

ていただいております行政区ミニデイサービスに対する補助金等を令和４年度に限り拡充するこ

とにより、社会活動の機会を増やす支援を行っていきたいと考えております。併せて、組合非加

入者も対象とし、シニアクラブの会員の方々や御近所の高齢者をお誘いの上、積極的にミニデイ

サービス開催していただけるよう、現在、各行政区のほうにお願いしているところでございます。 

 また、令和３年度より高齢者が住み慣れたまちで自分らしく暮らしができるよう、第三小校区

をモデル地区とし、区長の方々に御出席頂いて地域包括ケアシステム構築のため、協議を行って

まいります。校区コミュニティ事務局が中心となって、既に、まなびのひろばの中で介護予防事

業を行っており、高齢者の社会活動の場がますます充実されることを期待しているところでござ

います。現在第一小・第二小校区においても、組織体制づくりの準備をお願いしており、今後進

めてまいりたいと考えております。 

 さらに社会福祉協議会では、令和４年度にインストラクター養成講座を開講し、行政区ミニデ

イサービスや地域行事等の担い手になれる人材を育成する事業を行いますので、興味のある方々

にどしどし参加していただきたいと考えております。 

 終わりに、高齢者がいつまでも生き生きと社会参加できるまちづくりを、地域と行政が一体と

なって構築できるよう今後も進めてまいります。 

マイナンバーカードの普及と利活用の促進について   
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 次に、マイナンバーカード普及促進と利活用の促進についてでございます。 

 マイナンバーカード普及促進と利活用の促進については、令和３年９月議会においてこの件に

ついて報告をさせていただきました。あれから半年が経過いたしましたので、その後の状況の報

告をさせていただきます。 

 マイナンバーカードの普及促進と新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている地域経済の

活性化のため、８月議会において須恵町応援商品券事業の補正予算を計上させていただきました。

１０月にはマイナンバーカード所有者への商品券の配布を開始し、令和４年２月末までの使用期

限でマイナンバーカードの交付を受けた方々への商品券の配布を行ってまいりました。令和４年

２月末日現在約７,０００万円分の商品券をお使いいただき、町民の皆様から喜びのお声を頂い

ているところでございます。 

 カードの普及促進を図るため、昨秋、新型コロナウイルス第５波が収束すると直ちに各行政区

に依頼し、各地区公民館を回って出張申請受付を行いました。加えて須恵高校にも出張して申請

受付を行っております。６月からは毎月１回行ってきた夜間のマイナンバーカード臨時窓口も、

１０月２７日からは毎週水曜日に開設して住民の申請受取りの機会の拡大に努めてまいりました。

広報活動にも力を入れ、広報すえ、町ホームページ、須恵町公式ライン、ＫＢＣテレビのＤボタ

ンへの掲載、行政区に依頼してのチラシやポスターの回覧掲示、健診会場、ワクチン接種会場、

小中学生の保護者、申告対象者へのチラシの配布など様々な媒体や機会を使って広報に努めてま

いりました。多くの皆様に御協力頂きながら職員一丸となって普及促進に努めた結果普及率は急

伸し、令和４年２月１３日現在の申請率は６０.６％に達し、令和３年４月１日の申請率

３９.９％から２０.７ポイント増、人数では６,０６５人増加しました。実際にカードを受けと

った割合を示す交付率は５４.２％となり、６,７２４人増加しました。 

 申請率、交付率ともに福岡県内の６０市町村中２番目に高い数字となっております。全国にお

きましても、国の統計で交付率が１,７４１団体中４２番目で上位３％以内に入っておりますか

ら、全国の中でも特にマイナンバーカードの普及が進んだ自治体の一つとなっています。国は、

令和４年度中にほとんどの国民にカードがいきわたることを目指すとしております。普及拡大の

ため、マイナポイントの追加や保険証の利用申込み、公金の受取り口座の登録で最大２万円のポ

イント付与など、普及促進を加速させる政策を発表しています。そして、普及促進に努力してい

る自治体ほど、補助金が優遇される仕組みを明確に制度化しようとしています。本町は、コンビ

ニ交付の手数料値下げや臨時窓口の設置、出張申請の実施など補助金制度を有効に活用できる体

制を取りながら普及促進活動を行ってまいります。 

 そして、マイナンバーカードの利活用でございますが、国はマイナンバーカードをデジタル社

会の基盤に位置づけておりまして、このカードの機能を使えば大部分の行政手続きが可能になり、
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国や自治体が発行する証明書などの機能も持たせる方針のようでございます。 

 運転免許証との一体化も令和６年度末から開始することが公表されました。 

 また、令和４年度にはマイナンバーカード所有者が転出・転入手続きをオンラインで行えるワ

ンストップ化に向けたシステム改修を行います。 

国の動きにしっかり対応し、住民の便利な暮らしを実現するため、マイナンバーカードの普及と

利活用の促進に取り組んでまいります。 

機構改革の実施について   

 最後に、機構改革の実施についてでございます。 

 本町の行政組織における課の設置につきましては、議会事務局、会計課を含めまして、現在

１３課で行政運営を行っておりますが、近年の業務量の増大や複雑化により、子ども教育課を学

校教育部門と子育て部門に分割することにいたしました。 

 学校教育部門につきましては学校教育課、子育て部門につきましては子育て支援課として、い

ずれも教育委員会の部局といたします。 

 また、ふるさと応援寄附金事業のさらなる推進を図り、目まぐるしく変化する国内の情勢に対

応するための政策の立案や実行を、柔軟かつ迅速に行うため、まちづくり課内に設置しておりま

す地方創生推進室を廃止して、ふるさと応援課として、新たに課を創設いたします。 

 これらの課の設置条例の改正につきまして、本議会に上程しておりますのでよろしく御審議の

ほどお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（松山 力弥）  これより町長の諸報告に対する質疑に入りますが、議案に関係のある事項

につきましては、提案のときに併せて質疑をお願いします。 

 町長の諸報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．議会報告 
○議長（松山 力弥）  日程第４、これより議会報告に入ります。 

 まず、閉会中に北筑昇華苑組合議会が開催されておりますので、組合議員の報告を求めます。 

 １番、白水春夫君。 

○議員（１番 白水 春夫）  おはようございます。北筑昇華苑組合議会報告をいたします。 

 令和４年２月９日に、古賀市役所会議室において、第１回定例会が開催されました。 

 第１号議案令和３年度北筑昇華苑組合会計補正予算（第１号）については、歳入歳出予算の総

額にそれぞれ６,５０４万３,０００円を増額し、歳入歳出それぞれ３億６,０５０万４,０００円

とするもので、全員賛成で可決しました。 
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 第２号議案令和４年度北筑昇華苑組合会計予算については、歳入歳出予算の総額をそれぞれ、

２億７,６４９万９,０００円と定めるもので、前年度予算額と比べ１,８９６万２,０００円の減

で、全員賛成で可決しました。 

 第３号議案北筑昇華苑組合監査委員の選任については、組合議員のうちから選任した監査委員

の任期が、令和４年３月５日をもって満了することに伴い、西村勝氏が選任され、全員賛成で同

意しました。詳細は、議員控室に置いてありますので御参照ください。 

 以上、北筑昇華苑組合議会報告を終わります。 

○議長（松山 力弥）  次に、須恵町外二ヶ町清掃施設組合議会の報告を求めます。 

 ５番、藤野正剛君。 

○議員（５番 藤野 正剛）  須恵町外二ヶ町清掃施設組合議会の報告をいたします。 

 ２月２１日、令和４年第１回定例会が開催されました。議事日程につきましては、お手元の資

料のとおりとなっています。 

 まずは、組合長の諸報告ですが、し尿処理施設酒水園につきまして、令和２年１１月から令和

３年１０月までの１年間に１万４８７キロリットルのし尿処理がなされたとの報告があっており

ます。 

 次に、クリーンパークわかすぎの運営・管理につきまして、ＲＤＦ施設では、令和２年１１月

から令和３年１０月までの１年間に、４万４,２８０トンの可燃ごみを処理し、約２万

５,５００トンのＲＤＦを大牟田リサイクル発電所へ搬出したということであります。 

 また、リサイクルプラザにおきましては、同期間に３,２９８トンの不燃・資源ごみが処理さ

れたとのことです。 

 大牟田リサイクル発電事業関係につきましては、令和４年２月２日に第１回運営協議会が開催

され、２０２２年度のＲＤＦ処理委託料単価は、２０２１年度のトン当り７,３９０円から

３,３００円となり４,０９０円の減額となったとの報告がありました。 

 また、ＲＤＦ施設につきましては、稼働延長の期限が残り６年となってきております。現在、

次期施設の整備に向けて各種調査等を行っており、また、ごみ処理施設整備審議会を設置し、次

期ごみ処理施設の整備に係る基本的事項についての審議をお願いしているところであり、令和

１０年４月の供用開始に向け諸準備を行っているとのことです。 

 続きまして、議案です。 

 議案第１号令和３年度須恵町外二ヶ町清掃施設組合一般会計補正予算（第２号）について、歳

入歳出予算の総額から、それぞれ１億４,２２５万円６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

を、それぞれ１８億８,０１７万９,０００円とするものです。主なものとして、歳入は、構成町

３町分担金の減額及び志免町、宇美町２町の受託事業収入の減額となっております。 
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 なお、須恵町の負担金につきましては２,１７２万２,０００円の減額となっております。 

 歳出は、一般管理費で委託料や工事請負費、ごみ処理施設及びリサイクル施設関係で、需要費

の光熱水費、次期ごみ処理施設関係で委託料のそれぞれ減額が主なものとなっております。全員

賛成で可決しております。 

 議案第２号令和４年度須恵町外二ヶ町清掃施設組合一般会計予算です。歳入歳出予算の総額は

それぞれ２２億２,３９１万２,０００円で、前年度比１億５,７２５万８,０００円、７.６１％

の増額となっております。 

 須恵町の分担金として４億１,８４５万１,０００円となっており前年度比８７８万

６,０００円、２.０６％の減額となっております。 

 主な増額要因は、燃料費の高騰によるものの他、委託料及び工事請負費、また、次期ごみ処理

施設の用地購入費及び造成工事費等によるものになっております。全員賛成で可決しております。 

 詳細につきましては、議員控室に置いておりますので御参照ください。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（松山 力弥）  次に、粕屋南部消防組合議会定例会報告を求めます。 

 ３番、稲永辰己君。 

○議員（３番 稲永 辰己）  おはようございます。 

 令和４年２月２１日に行われました令和４年第１回（２月）粕屋南部消防組合議会定例会につ

いて御報告いたします。 

 消防組合議会定例会の議事日程については、お手元の資料の通りでございます。 

 議案第１号粕屋南部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

職員の１時間当たりの給与算出額について、国家公務員適用となる一般職の職員の給与に関する

法律の適用を、地方公務員法第５８条第３項の規定による労働基準法を適用することが原則であ

ることから改正するもの。 

 また、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対応するため、人事院規則の改正により、

国家公務員の防疫作業手当の特例が設けられたことに鑑み、同条例の改正を行うもので、全員賛

成で可決しました。 

 議案第２号令和３年度粕屋南部消防組合一般会計補正予算（第２号）について、歳入歳出予算

の総額からそれぞれ２,３１６万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２１億

１,１９３万７,０００円とするもので、決算見込みによる減額となっており、全員賛成で可決し

ました。 

 議案第３号令和３年度粕屋南部消防組合粕屋中南部休日診療所事業特別会計補正予算（第

１号）について、歳入歳出予算の総額からそれぞれ４１３万円を減額し、歳入歳出予算の総額を
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それぞれ４,０１１万５,０００円とするもので、主な要因は受診者の減少に伴う医薬品代の減少

となっており、全員賛成で可決しました。 

 議案第４号令和４年度粕屋南部消防組合一般会計予算について、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ２２億６,３３９万９,０００円と定めるもので、前年度と比べ１億３,５０２万９,０００円の

増となっています。 

 なお、須恵町の分担金は３億１,１４７万７,０００円となっており、全員賛成で可決しました。 

 議案第５号令和４年度粕屋南部消防組合粕屋中南部休日診療所事業特別会計予算について、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ３,６８５万５,０００円と定めるもので、前年度に比べ７３９万円

の減となっており、全員賛成で可決しました。 

 なお、須恵町の令和３年の火災、救助、救急状況は、火災７件、前年比３件の減、救助１６件、

前年比７件の増、救急１,２２０件、前年比５件の増となっています。 

 詳細につきましては、議員控室に資料を置いておりますので、御参照頂きますようよろしくお

願いいたします。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（松山 力弥）  次に、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会の報告を求めます。 

 ６番、川口満浩君。 

○議員（６番 川口 満浩）  糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合において、令和４年２月２５日に

第１回定例会が開催されましたので報告いたします。 

 議事日程については、お手元の資料のとおりでございます。 

 議案第１号令和４年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計予算については、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ９,２３６万７,０００円と定めるもので、前年度予算額と比べ６６３万

５,０００円の増となっています。 

 増額の主な要因として、総務費で各種協議会の分担金など、林業費で森林整備事業委託料、道

路橋りょう費で林道・作業道補修工事となっており、全員賛成で可決しました。 

 議案第２号監査委員の選任については、現監査委員の藤佳氏の任期満了に伴い、同氏を再任す

ることについて議会の同意を求めるもので、全員賛成で同意しました。 

 なお、詳細につきましては、議員控室に資料を置いていますので御参照頂きますようよろしく

お願いします。 

 以上、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合報告を終わります。 

○議長（松山 力弥）  そのほか、閉会中の活動につきましては、事前に資料を配付しております

ので、報告を省略します。 

 議会報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。癩癩質疑なしと
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認めます。 

 これより議事に入りますが、議案第２０号及び諮問第１号は、議会運営委員会報告にありまし

たように、提案理由の説明後、本日採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、本日採決することに決定しました。 

 次に、一括議題についてお諮りします。議案第２１号から議案第２６号までは、それぞれ関連

議案でありますので、一括議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議案第２号 
○議長（松山 力弥）  日程第５、議案第２号須恵町予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。舛本健康増進課長。 

○健康増進課長（舛本 直明）  おはようございます。 

 議案書の１ページをお願いします。 

 議案第２号須恵町予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例についてです。 

 この条例について、別紙のとおり提出するものです。 

 提案理由です。須恵町予防接種健康被害調査委員会を組織する委員の構成等の見直しを行い、

必要な事項を定めるため、当該条例の一部を改正する必要が生じたので提案するものです。 

 新旧対照表について説明します。 

 ３ページをお願いいたします。 

 今回の主な改正は、第３条第１項中の委員の人数の改正、同条２項中の構成メンバーの改正、

第５条第３項中の委員の委員会の決定方法の改正、また、第６条で委員以外の出席、第７条で会

議の非公開、第８条で守秘義務について追加するものです。 

 ２ページをお願いします。 

 附則です。この条例は公布の日から施行するとしています。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第２号を文教厚生委員会に付託したいと思

いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第２号を文教厚生委員会に付託しま

す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議案第３号 
○議長（松山 力弥）  日程第６、議案第３号町道路線の認定及び変更についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。世利都市整備課長。 

○都市整備課長（世利 昌信）  おはようございます。 

 それでは、議案書の１ページをお願いします。 

 議案第３号町道路線の認定及び変更についてでございます。道路法第８条第２項及び第１０条

第３項の規定により、別紙町道路線を認定及び変更したいので、本議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 提案理由は、町道路線網の整備を図るため、町道路線の認定及び変更の必要が生じたので提案

するものでございます。 

 今回、路線の認定は１路線、変更は２路線でございます。 

 ２ページをお願いします。 

 認定路線についてでございます。図面番号１、路線番号、その他の町道、７０８号、路線名、

大塚１２号線、延長５７.８メートル、これは民間開発行為の宅地分譲において公衆用道路とし

て寄附を受けた道路について一般公共道路として新規認定を行うものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 変更路線についてでございます。図面番号２、路線番号、その他の町道、４８５号、路線名、

植木・粕屋線、延長４１８.７メートルを１１３.６メートルへの変更。他１件、計２件の変更で

ございます。この２路線につきましては、県道及び町道の改良工事により、起点、終点、延長、

幅員を変更するものでございます。以上の路線図を４ページから６ページに添付しております。 

 以上、御審議方、よろしくお願いします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第３号を総務建設産業委員会に付託したい

と思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第３号を総務建設産業委員会に付託

します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議案第４号 
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○議長（松山 力弥）  日程第７、議案第４号令和３年度須恵町一般会計補正予算（第１０号）を

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  議案書の１ページをお願いします。 

 議案第４号令和３年度須恵町一般会計補正予算（第１０号）についてでございます。地方自治

法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出するので本議会の議決を求めるものでござ

います。 

 内容につきましては、令和３年度歳入歳出補正予算書で説明をさせていただきます。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和３年度、須恵町の一般会計補正予算（第１０号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億２,９９８万

１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１２０億１,４５６万８,０００円とするものでご

ざいます。 

 第２項歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の金額は第１表歳入

歳出予算補正による。 

 第２条で、地方債の変更は、第２表地方債補正による。 

 第３条で、繰越明許費の追加は、第３表繰越明許費補正による。としています。 

 補正予算書の２ページをお願いいたします。 

 まず、歳入からです。年度末の補正でございますので、町税、国県補助金、町債など決定額あ

るいは見込みで増減補正を全体的に計上しております。 

 主なものを申し上げます。 

 １款１項町民税は、決算見込みにより１億２,７００万円、２項、固定資産税は５,５００万円

の増額補正をしております。 

 １０款１項地方交付税は、普通交付税決定額に合わせまして３億１,３６８万４,０００円を増

額補正しております。 

 １３款２項手数料は、塵芥手数料などの決算見込みにより２,１３０万円の減額補正。 

 １４款１項国庫負担金及び２項国庫補助金は、決定額により増減額補正。 

 １５款１項県負担金及び２項県補助金につきましても、決定額により増減補正をしております。 

 ３項委託金は、衆議院議員総選挙事務委託金及び県知事・県議補欠選挙事務委託金で６８１万

７,０００円の増額補正です。 

 １８款１項繰入金は、財政調整基金繰入金及び自然教育林基金繰入金の決算見込みにより５億

１,９５８万４,０００円の減額補正をしております。 
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 ３ページをお願いします。 

 １９款１項繰越金は、前年度繰越金２,０４１万５,０００円の全額を補正しております。 

 ２０款３項雑入は、９１８万７,０００円の増額補正で、新市町村振興宝くじ交付金７０９万

２,０００円などの増額がございます。 

 ２１款１項町債は、契約額決定による減額により９,８３０万円の減額補正です。 

 続いて、４ページ、歳出です。 

 歳出につきましては、各費目ともに決算見込みにより増減額補正を行っております。主なもの

を申し上げます。 

 ２款１項総務管理費４億４,３２３万９,０００円の増額は、財政調整基金及び減債基金の増額

のほかに各費目の決算見込みによる増減補正によります。 

 ３款１項社会福祉費１億２,４３７万９,０００円の減額は、国民健康保険特別会計繰出金

２,４５６万２,０００円、介護保険事業７,６１４万９,０００円などを減額補正しております。 

 ４款２項清掃費は、須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の減などで７,８９８万２,０００円の

減額補正です。 

 ７款１項商工費は、小規模事業者応援給付金事業の決算見込みにより８８０万円の減額補正で

す。 

 ８款５項下水道費は、公共下水道事業特別会計繰出金が３,７５３万円の減額補正です。 

 ５ページをお願いします。 

 １０款１項教育総務費は、新型コロナウイルス対応教育環境支援事業など５.３０６万

７,０００円の減額です。 

 １０款５項社会教育費は、文化会館、舞台照明改修工事請負費の決算見込みなどにより

９,０３８万８,０００円の減額です。 

 ６ページをお願いします。 

 第２表地方債補正です。変更が７件で、全て限度額の変更です。起債方法、利率、償還方法の

変更はございません。 

 ７ページをお願いします。 

 第３表繰越明許費補正。追加が３件で、合計１,０９１万８,０００円を次年度に繰り越すもの

でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第４号を議長を除く１２人で構成する予算

審査特別委員会を設置し、付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第４号を予算審査特別委員会に付託

します。 

 なお、正副委員長については、調整ができておりますので御報告します。 

 委員長に今村桂子君、副委員長に田ノ上真君であります。 

 ここでお諮りします。暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。再開を１１時

１５分といたします。休憩に入ります。 

午前11時01分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時14分再開 

○議長（松山 力弥）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．議案第５号 
○議長（松山 力弥）  日程第８、議案第５号令和３年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。百田住民課長。 

○住民課長（百田  敦）  おはようございます。 

 議案第５号令和３年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）についてでございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるもの

です。 

 内容につきましては、別冊の令和３年度歳入歳出補正予算で説明いたします。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和３年度須恵町の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算の総額にそれぞれ２０４万７,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ３０億５,１３６万８,０００円とするものです。 

 第２項で款項の区分及び金額は、次のページの第１表歳入歳出予算補正によるとしています。 

 ２ページをお願いします。 

 まず歳入です。 

 １款１項国民健康保険税９５４万円の増額は、決算見込みによるものです。 

 ４款１項県補助金８２５万３,０００円の増額は、特別交付金の交付決定通知による県繰入金
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の増額によるものです。 

 ５款１項他会計繰入金２,４５６万２,０００円の減額は、その他一般会計繰入金の減額による

ものです。 

 ６款１項繰越金６８７万６,０００円の増額は、前年度の繰越金です。 

 ７款１項延滞金、加算金及び過料１００万円の増額は、国保税滞納延滞金の収入済額により補

正をしております。 

 ３項雑入９４万円の増額は、一般被保険者第三者納付金と一般被保険者返納金の決算見込みに

よる増額です。 

 続まして、３ページ、歳出です。 

 １款１項総務管理費７万１,０００円の減額は、負担金補助及び交付金の決算見込みによるも

のです。 

 ６款１項保険事業費１８０万円の増額は、第三者行為求償事務委託料の決算見込みによる増額

補正です。 

 ８款１項償還金及び還付加算金３１万８,０００円の増額は、令和２年度保険者努力支援交付

金超過分の返還によるものです。 

 以上でございます。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第５号を文教厚生委員会に付託したいと思

いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第５号を文教厚生委員会に付託しま

す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．議案第６号 
○議長（松山 力弥）  日程第９、議案第６号令和３年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。百田住民課長。 

○住民課長（百田  敦）  議案書の１ページをお願いいたします。 

 議案第６号令和３年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてでございま

す。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるもの

です。 



- 22 - 

 内容につきましては、別冊の令和３年度歳入歳出補正予算書で説明いたします。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和３年度須恵町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,６７０万５,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を４億円とするものです。第２項で款項の区分及び金額は、次のページの第

１表歳入歳出予算補正によるとしています。 

 次の２ページをお願いいたします。歳入です。 

 １款１項後期高齢者医療保険料３３万２,０００円の減額は、令和４年１月末の調定額及び収

納率により算定しました決算見込みによる補正です。 

 ３款１項他会計繰入金１８４万円の減額は、事務費繰入金及び広域連合から通知されました保

険基盤安定繰入金の補正です。 

 ４款１項繰越金１,７９８万１,０００円の増額は、前年度の保険料繰越金１,５７２万

４,０００円を含めたところの補正でございます。 

 ５款１項延滞金、加算金及び過料８万８,０００円の増額は、決算見込みによる補正でござい

ます。 

 ４項雑入８０万８,０００円の増額は、前年度事務費負担金の返還金でございます。 

 次に、歳出です。 

 ３ページをお願いします。 

 １款１項総務管理費２０万円の減額は決算見込みによるものでございます。 

 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金１,６９０万５,０００円の増額は、歳入予算の保険料、

前年度保険料繰越金などの合計で、福岡県後期高齢者医療広域連合へ納付します負担金の補正と

なります。 

 以上でございます。御審議方、よろしくお願いします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第６号を文教厚生委員会に付託したいと思

いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第６号を文教厚生委員会に付託しま

す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．議案第７号 
○議長（松山 力弥）  日程第１０、議案第７号令和３年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予
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算（第４号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。稲永上下水道課長。 

○上下水道課長（稲永 勝章）  おはようございます。 

 議案第７号令和３年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）についてでございま

す。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、別紙のとおり提出し、本議会の議決を求めるもの

です。 

 補正予算書の１０ページをお願いします。 

 令和３年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算の総額からそれぞれ４,２２５万５,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１億１,７６８万２,０００円とするものです。第２項で款

項の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしています。 

 地方債の補正、第２条地方債の変更は、第２表地方債補正によるとしています。 

 ２ページをお願いします。 

 第１表歳入歳出予算補正、歳入です。 

 １款１項負担金、補正額２,６００万円の増額補正は、決算見込みによる受益者負担金の増額

です。 

 ２款１項使用料、補正額１,４３０万円の減額補正は、決算見込みによる下水道使用料の減額

です。 

 ４款１項財産運用収入、補正額４万１,００円の増額補正は、決算見込みによる基金利子の増

額です。 

 ５款１項他会計繰入金、補正額３,７５３万円の減額補正は、一般会計繰入金の収支調整によ

る減額です。 

 ６款１項繰越金、補正額６７３万４,０００円の増額補正は、前年度繰越額の確定による増額

です。 

 ８款１項町債、補正額２,３２３万円の減額補正は、下水道事業債の工事量の減に伴う減額で

す。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出です。 

 １款１項総務管理費、補正額１,０７９万３,０００円の減額補正は、多々良川流域下水道維持

管理費負担金、水洗化工事補助金などの減額分と下水道施設整備基金積立金の増額分の差引きに

よる減額です。 
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 ２款１項下水道事業費、補正額２,７８６万６,０００円の減額補正は、委託料負担金、補助及

び交付金などの不用額による減額です。 

 ３款１項公債費、補正額３５９万６,０００円の減額補正は、町債の利率見直し等による減額

です。 

 ４ページをお願いします。 

 第２表地方債補正です。 

 １、変更、起債の目的、下水道事業債、多々良川流域下水道建設費負担金分、限度額

２,３１２万円を２,０００万円に変更、これは令和３年度流域下水道建設費の確定による減額で

す。多々良川流域関連公共下水道分、限度額１億９,１５０万円を１億７,３３０万円に変更、こ

れは工事量の減による減額です。公営企業会計適用債限度額７３０万円を５４０万円に変更、こ

れは対象事業減による減額です。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第７号を総務建設産業委員会に付託したい

と思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第７号を総務建設産業委員会に付託

します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．議案第８号 
○議長（松山 力弥）  日程第１１、議案第８号令和３年度須恵町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。稲永上下水道課長。 

○上下水道課長（稲永 勝章）  議案第８号令和３年度須恵町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）についてでございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるもの

です。 

 補正予算書の１ページをお願いします。  

 令和３年度須恵町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算の総額からそれぞれ２０万６,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ７,５７３万７,０００円とするものです。第２項で款項の区分及

び金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしています。 
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 地方債の補正、第２条地方債の変更は、第２表地方債補正によるとしています。 

 ２ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入です。 

 １款１項分担金、補正額１７万９,０００円の増額補正は、決算見込みにより受益者負担金の

増額です。 

 ３款１項他会計繰入金、補正額１６３万５,０００円の減額補正は、一般会計繰入金の収支調

整による減額です。 

 ４款１項繰越金、補正額３０５万円の増額補正は、前年度繰越額の確定による増額です。 

 ６款１項町債、補正額１８０万円の減額補正は、対象事業額の減による減額です。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出です。 

 ３款１項公債費、補正額２０万６,０００円の減額補正は、町債の利率見直し等による減額で

す。 

 ４ページをお願いします。 

 第２表地方債補正です。１、変更、起債の目的、下水道事業債、資本費平準化債、限度額

２,１３０万円を２,１２０万円に変更。公営企業会計適用債限度額４７０万円を３００万円に変

更。どちらも対象事業の減による減額です。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第８号を総務建設産業委員会に付託したい

と思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第８号を総務建設産業委員会に付託

します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．議案第９号 
○議長（松山 力弥）  日程第１２、議案第９号令和３年度須恵町水道事業会計補正予算（第

４号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。稲永上下水道課長。 

○上下水道課長（稲永 勝章）  議案第９号令和３年度須恵町水道事業会計補正予算（第４号）に

ついてでございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるもの
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です。 

 補正予算書の１ページをお願いします。 

 第１条、令和３年度須恵町の水道事業会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおりを補正するものです。 

 収入、第１款第１項営業収益、補正額１,９７０万円の増額補正は水道使用料の決算見込みに

よる増額です。 

 支出、第１款第１項営業費用、補正額４,６００万６,０００円の減額補正は、主に原水及び浄

水費の受水費及び委託料の決算見込みによる減額です。 

 第３条、予算、第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。 

 収入、第１款第１項負担金、補正額１,１００万円の減額補正は、水道管移設補償に伴う工事

負担金の減額です。 

 支出、第１款第１項改良費、補正額１,９４０万円の減額補正は、排水管等施設改良に伴う工

事請負費の工事量の減による減額です。 

 ２ページをお願いします。 

 第４条、予算、第６条を第７条とし、第５条を第６条に繰下げ、第４条の次に、次の１条を加

える。「第５条債務負担行為、債務負担行為をすることができる事項。水道メーター検針業務委

託、期間令和４年度、限度１２０万円と定める」。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第９号を総務建設産業委員会に付託したい

と思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第９号を総務建設産業委員会に付託

します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議案第１０号 
○議長（松山 力弥）  日程第１３、議案第１０号須恵町都市計画基本方針策定委員会設置条例の

制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。世利都市整備課長。 

○都市整備課長（世利 昌信）  それでは、議案書の１ページをお願いします。 

 議案第１０号須恵町都市計画基本方針策定委員会設置条例の制定についてでございます。 

 この条例の制定について、別紙のとおり提出するものでございます。 
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 提案理由として、須恵町都市計画基本方針策定委員会の位置づけの見直しを行い、必要な事項

を定めるため、当該条例を制定する必要が生じたので提案するものでございます。 

 ２ページと３ページをお願いします。 

 この条例は、第１条から第１０条で構成されており、都市計画基本方針、いわゆる都市計画マ

スタープラン策定委員会の設置について、必要事項を定めております。 

 附則で、この条例は令和４年４月１日から施行することとしています。 

 以上、御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第１０号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第１０号を総務建設産業委員会に付

託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１４．議案第１１号 
○議長（松山 力弥）  日程第１４、議案第１１号須恵町課設置条例等の一部を改正する条例を議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  議案第１１号須恵町課設置条例等の一部を改正する条例についてでご

ざいます。 

 須恵町課設置条例等の一部を改正する条例について、別紙のとおり提出するものです。 

 提案理由といたしまして、ふるさと応援寄附金事業の推進及び複雑、多様化する教育課程に適

切に対処することを目的とした機構改革を実施するに当たり、必要な体制の整備を図るため、当

該条例等の一部を改正する必要が生じたので提案するものでございます。 

 内容といたしましては、機構改革に対応した課名の変更でまちづくり課をまちづくり課とふる

さと応援課に、子ども教育課を学校教育課と子育て支援課に分割いたします。 

 ２ページをお願いいたします。 

 この条例は３条立てとなっておりまして、分割後の課名への変更が必要な条例について改正を

行っております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第１条関係で、ふるさと応援課を追加しております。ちなみに、子育て支援課につきましては

須恵町教育委員会事務局組織規則での改正となります。 
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 ４ページ、５ページの第２条関係、第３条関係におきましては、子ども教育課の分割により課

名の変更が必要な条例の改正をしております。 

 附則で、この条例は令和４年４月１日から施行するとしています。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第１１号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第１１号を総務建設産業委員会に付

託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１５．議案第１２号 
○議長（松山 力弥）  日程第１５、議案第１２号須恵町附属機関の設置に関する条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  議案第１２号須恵町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条

例についてでございます。 

 須恵町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり提出するも

のです。 

 提案理由としましては、須恵町附属機関に須恵町農業振興地域整備促進協議会、須恵町都市計

画基本方針策定委員会及び民生委員推薦会を追加し、所要の条文整備を行うため、提案するもの

でございます。 

 ４ページの新旧対照表をお願いします。 

 内容につきましては、本条例の別表に須恵町農業振興地域整備促進協議会、須恵町都市計画基

本方針策定委員会及び５ページのほうになりますが、民生委員推薦会を追加し、別表に記載する

附属機関の名称を根拠となる例規の掲載順に整理し直すなど、条文の整備を行うものでございま

す。 

 附則で、この条例は令和４年４月１日から施行するとしております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第１２号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 



- 29 - 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第１２号を総務建設産業委員会に付

託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．議案第１３号 
○議長（松山 力弥）  日程第１６、議案第１３号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  議案第１３号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、

別紙のとおり提出するものです。 

 提案理由としましては、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬額の規定の見直しを行い、

所要の条文整備を行うため提案するものでございます。 

 内容といたしましては、特別職非常勤職員につきましては、これまで報酬を含めたところで費

用弁償として支払うケースがありましたが、本来、特別職非常勤職員に対しましては報酬を支払

わなければならない旨の規定が地方自治法第２３０条の２にあるため、本条例の報酬の支給規定

を整理し、また、出張する場合の旅費の支給額を町長等の旅費の規定に合わせるよう改正するも

のでございます。 

 附則で、この条例は令和４年４月１日から施行するとしています。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第１３号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第１３号を総務建設産業委員会に付

託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１７．議案第１４号 
○議長（松山 力弥）  日程第１７、議案第１４号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 
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○総務課長（諸石  豊）  議案第１４号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

についてでございます。 

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり提出するもの

です。 

 提案理由としまして、須恵町立れいんぼー保育園及び須恵町立認定こども園アザレア幼児園を

令和４年度から民営化することに伴い、当該条例の一部を改正する必要が生じたので提案するも

のです。 

 ３ページの新旧対照表をお願いいたします。 

 内容としましては、別表第２、級別標準職務分類表から保育士に関する職務名を削除し、幼稚

園長補佐、幼稚園長等の職務名を園長に変更するものです。 

 また、６級に規定している困難業務を要する保育所長及び幼稚園長の職務については、実際は

園長を監督する立場として課長職があるため、６級から園長の職を削除するものでございます。 

 附則で、この条例は令和４年４月１日から施行するとしております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第１４号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第１４号を総務建設産業委員会に付

託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１８．議案第１５号 
○議長（松山 力弥）  日程第１８、議案第１５号須恵町ふるさと応援基金条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  議案第１５号須恵町ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例につ

いてでございます。 

 須恵町ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり提出するものです。 

 提案理由としまして、ふるさと応援基金を活用し、地域の特色を生かした魅力あるまちづくり

をより一層推進するため、当該条例の一部を改正する必要が生じたので提案するものです。 

 ３ページの新旧対照表をお願いいたします。 

 改正の主な内容としましては、社会情勢等に迅速に対応できる体制を構築し、より幅広く寄附
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者の意向を反映することができるようにするために改正前の条文中、事業、第２条を削るもので

す。削りました事業につきましては、要綱において事業を規定いたします。 

 その他、処分の規定を追加することに伴い、所要の条文整備を行っております。 

 附則で、この条例は令和４年４月１日から施行するとしております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第１５号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第１５号を総務建設産業委員会に付

託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１９．議案第１６号 
○議長（松山 力弥）  日程第１９、議案第１６号須恵町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。百田住民課長。 

○住民課長（百田  敦）  議案書の１ページをお願いいたします。 

 議案第１６号須恵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 この条例について、別紙のとおり提出するものです。 

 提案理由です。全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する

法律が令和３年６月１１日に公布され、令和４年４月１日から施行されることに伴い、当該条例

の一部を改正する必要が生じたので提案するものでございます。 

 今回の改正は、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から地方税法施行令の一部が改正され、国

民健康保険税の未就学児に係る被保険者均等割額について、当該未就学児の被保険者均等割額に

１０分の５を乗じて得た額を減額することになります。 

 なお、低所得世帯に係る保険税の減額賦課の基準に従い、当該被保険者均等割額を減額した場

合にあっては、その減額後の被保険者均等割額に１０分の５を乗じて得た額を減額することとな

ります。あわせて、法律等の改正内容に合わせた用語の改正を行うものでございます。 

 附則で、この条例は令和４年４月１日から施行するとしております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第１６号を文教厚生委員会に付託したいと
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思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第１６号を文教厚生委員会に付託し

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２０．議案第１７号 
○議長（松山 力弥）  日程第２０、議案第１７号須恵町立学校設置条例の一部を改正する条例を

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。吉本子ども教育課長。 

○子ども教育課長（吉本 孝治）  議案書１ページをお願いいたします。 

 議案第１７号須恵町立学校設置条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 須恵町立学校設置条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり提出するものでございま

す。 

 提案理由としまして、須恵町立れいんぼー幼稚園を令和４年度から民営化することに伴い、当

該条例の一部を改正する必要が生じたので提案するものでございます。 

 新旧対照表で御説明いたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 別表３における須恵町立れいんぼー幼稚園の名称と位置の須恵町大字旅石５２３番地を削除す

るものです。令和４年度からの民営化により、れいんぼー幼稚園が町立園でなくなることから改

正するものです。 

 戻っていただいて、２ページをお願いいたします。 

 附則で、この条例は令和４年４月１日から施行するとしております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第１７号を文教厚生委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第１７号を文教厚生委員会に付託し

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２０．議案第１８号 
○議長（松山 力弥）  日程第２０、議案第１８号須恵町保育所条例を廃止する条例の制定につい
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てを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。吉本子ども教育課長。 

○子ども教育課長（吉本 孝治）  議案書の１ページをお願いいたします。 

 議案第１８号須恵町保育所条例を廃止する条例の制定についてでございます。 

 須恵町保育所条例を廃止する条例の制定について、別紙のとおり提出するものでございます。 

 提案理由としまして、須恵町立れいんぼー保育園を令和４年度から民営化することに伴い、当

該条例を廃止する必要が生じたので提案するものでございます。 

 令和４年度の民営化により、須恵町立の保育所がなくなることから廃止するものです。 

 附則で、この条例は令和４年４月１日から施行するとしております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第１８号を文教厚生委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第１８号を文教厚生委員会に付託し

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２１．議案第１９号 
○議長（松山 力弥）  日程第２１、議案第１９号須恵町立認定こども園条例を廃止する条例の制

定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。吉本子ども教育課長。 

○子ども教育課長（吉本 孝治）  議案書の１ページをお願いいたします。 

 議案第１９号須恵町立認定こども園条例を廃止する条例の制定についてでございます。 

 須恵町立認定こども園条例を廃止する条例の制定について、別紙のとおり提出するものです。 

 提案理由としまして、須恵町立認定こども園アザレア幼児園を令和４年度から民営化すること

に伴い、当該条例を廃止する必要が生じたので提案するものです。 

 令和４年度の民営化に伴い、須恵町立の認定こども園がなくなることから、廃止するものです。 

 附則で、この条例は令和４年４月１日から施行するとしております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第１９号を文教厚生委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第１９号を文教厚生委員会に付託し

ます。 

 ここでお諮りします。昼食休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、昼食休憩といたします。 

 昼食休憩後、全員協議会を１３時から開催しますので、特別会議室に御集合ください。 

 なお、本会議の再開は１３時３０分といたします。休憩に入ります。 

午前11時59分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時25分再開 

○議長（松山 力弥）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ここで、安河内教育長より都合により午後から欠席する旨の届出があっておりますので、御報

告いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２３．議案第２０号 
○議長（松山 力弥）  日程第２３、議案第２０号須恵町教育委員会教育長の任命についてを議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。平松町長。 

○町長（平松 秀一）  議案第２０号須恵町教育委員会教育長の任命について。 

 須恵町教育委員会教育長に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第１項の規定により、本議会の同意を求めるものであります。 

 住所、福岡市東区馬出五丁目３６番１７号、氏名、猪股清貴、生年月日、昭和３６年４月

２０日、６０歳、任期、令和４年４月１日より令和６年６月３０日まで。 

 提案理由といたしましては、現教育長の安河内文彦氏が３月３１日をもって辞職するため、そ

の後任について提案するものでございます。 

 猪股清貴氏の経歴については、次のページにつけておりますので御参照ください。 

 以上でございます。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は、人事案件でありますので、討論を省略し、採決に入りたいと思います

が、御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。討論を省略し、これより採決に入ります。本案に

御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第２０号須恵町教育委員会教育長の任

命については、同意することに決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２４．議案第２１号 
日程第２５．議案第２２号 
日程第２６．議案第２３号 
日程第２７．議案第２４号 
日程第２８．議案第２５号 
日程第２９．議案第２６号 

○議長（松山 力弥）  日程第２４、議案第２１号令和４年度須恵町一般会計予算の提出について、

日程第２５、議案第２２号令和４年度須恵町国民健康保険特別会計予算の提出について、日程第

２６、議案第２３号令和４年度須恵町後期高齢者医療特別会計予算の提出について、日程第２７、

議案第２４号令和４年度須恵町公共下水道事業特別会計予算の提出について、日程第２８、議案

第２５号令和４年度須恵町農業集落排水事業特別会計予算の提出について、日程第２９、議案第

２６号令和４年度須恵町水道事業会計予算の提出について、以上６議案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第２１号について、諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  議案書の１ページをお願いします。 

 議案第２１号令和４年度須恵町一般会計予算の提出についてでございます。 

 地方自治法第２１１条の規定により、一般会計予算を別冊のとおり提出するので、本議会の議

決を求めるものでございます。内容につきましては、令和４年度一般会計歳入歳出予算書で説明

をいたします。 

 予算書の５ページをお願いいたします。 

 令和４年度須恵町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１１６億４,０００万円と定

める。前年度と比較しますと１２億３,０００万円、１１.８％の増となっております。第２項歳

入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 地方債、第２条、地方債の起債目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は第２表地方債
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による。 

 債務負担行為、第３条、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は第

３表債務負担行為による。 

 一時借入金、第４条で一時借入金の借入れの最高額を６億円と定める。 

 歳出予算の流用、第５条で給料、職員手当等の人件費については、同一款内で流用できる旨を

規定しております。 

 それでは、７ページの第１表歳入歳出予算をお願いします。 

 歳入予算額の中から構成比が大きいものから順に３つほど前年度と比較しながら申し上げます。 

 まず、歳入予算で一番大きな割合を示します１款町税は３１億１,４８３万７,０００円、歳入

全体の２６.８％で、対前年度比２億３,９４０万７,０００円で、率で８.３％の増収を見込んで

おります。 

 次の８ページをお願いします。 

 １０款地方交付税は１９億７,２００万円、歳入全体の１６.９％で、対前年度比３,５００万

円、率で１.７％の減となっております。これは町税が増収となること、それから、幼保民営化

に伴い社会福祉費及び教育費の基準財政需要額が減となるため減額を見込んでおります。 

 １４款国庫支出金は１６億４,８７６万８,０００円、歳入全体の１４.２％で、施設型給付費

等国庫負担金や新型コロナウイルスワクチン接種関連国庫補助金等の増により、対前年度比５億

１,４１５万６,０００円、率で４５.３％の増となっております。 

 以上の町税、地方交付税、国庫支出金で、歳入予算の５７.９％となります。 

 その他、対前年度比較で大きく増加しているところを申し上げます。 

 ５款株式譲渡所得割交付金１,５００万円、対前年度比１,１００万円、率で２７５.０％の増

です。 

 ６款法人事業税交付金３,９００万円、対前年度比１,３００万円、率で５０.０％の増。 

 １８款繰入金６億１,１００万５,０００円、対前年度比７,９４０万円で、率１４.９％の増で

ございます。 

 ９ページをお願いします。 

 ２１款町債１０億４,３００万円、対前年度比３億４６０万円、率で４１.３％の増でございま

す。 

 以上が主な歳入でございますが、安定的な財政運営に必要な財源といわれます１款の町税から

１０款の地方交付税、いわゆる一般財源の割合は５０.４％、３.６ポイント減少しております。 

 次に、１０ページをお願いします。 

 歳出でございます。 
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 歳入と同様に、構成比が大きいものから順に４つほど前年度と比較しながら申し上げます。 

 まず、３款民生費は４１億１,５８４万円、歳出全体の３５.４％となっております。 

対前年度比較は２億７,３２６万７,０００円、７.１％の増となります。障害者支援費・自立支

援給付費や幼保民営化による保育実施負担金の増など大きな要因となっております。 

 次に、２款総務費２３億４,８８０万７,０００円、歳出全体の２０.２％となっています。対

前年度と比較しまして８,９６３万４,０００円で４.０％の増となります。共同調達パソコン

リース料や自治体クラウドサービス更新業務委託料などが増になっております。 

 次に、１０款教育費１８億８,４６３万９,０００円、歳出全体の１６.２％となっています。

対前年度比較６億７,６５１万３,０００円、５６.０％の増となります。第三幼児園（仮称）の

建築工事請負費や文化会館舞台吊物改修工事請負費などで大幅に増加をしております。 

 次に、４款衛生費１２億７,１６９万円、歳出全体の１０.９％となっています。対前年度比較

１億９,５８４万６,０００円、１８.２％の増でございます。須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担

金及び新型コロナウイルスワクチン接種事業などが増加しております。 

 次に、歳出予算を性質別で見て構成比が大きいものを４つほど申し上げます。 

 まず、物件費、２８億４,３２７万４,０００円、歳出全体の２４.４％となっております。新

型コロナウイルスワクチン接種事業のほかに共同調達パソコンリース料、ＩＣＴ環境整備備品購

入費、自治体クラウドサービス更新業務委託料、行政手続オンライン申請管理システム導入業務

委託料、地球温暖化対策実行計画策定業務料などが増加しております。前年度と比較しまして

１億７,２３１万９,０００円、６.５％の増額でございます。 

 次に、扶助費２５億５,２４０万５,０００円、歳出全体の２１.９％となっております。障害

者支援費、自立支援給付費、保育実施負担金が増加しています。前年度比較５億７,０９２万

１,０００円、２８.８％の増額です。 

 次に、人件費１４億１,０５９万１,０００円、歳出全体の１２.１％となっています。幼保民

営化による会計年度任用職員数の減のため１億５,６９８万５,０００円、１０.０％の減額です。 

 次に、繰出金１３億９,１１５万１,０００円、歳出全体の１２.０％です。国民健康保険特別

会計繰出金、公共下水道事業特別会計繰出金、農業集落排水事業特別会計繰出金が減となってお

り、前年度比較６１５万９,０００円、０.４％の減となっております。 

 次に、１２ページ、第２表地方債でございますが、地方債は１０件、限度額の合計は１０億

４,３００万円です。起債の方法は証書借入れ、利率は４.０％以内、償還の方法は記載のとおり

でございます。 

 １３ページをお願いします。第３表債務負担行為は６件、限度額の合計は１１億６,２３０万

２,０００円、期間については記載のとおりでございます。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  次に、議案第２２号及び議案第２３号について、百田住民課長。 

○住民課長（百田  敦）  議案書の１ページをお願いいたします。 

 議案第２２号令和４年度須恵町国民健康保険特別会計予算の提出についてでございます。 

 地方自治法第２１１条の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものでござ

います。 

 内容につきましては、別冊の令和４年度特別会計歳入歳出予算書で説明いたします。 

 予算書の５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３０億３００万円と定める。 

 ２項歳入歳出予算の款項の区分及び当該部分の金額は、第１表歳入歳出予算によるとしていま

す。 

 まず、歳入の主なものから説明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 １款１項国民健康保険税５億４,３６６万１,０００円、対前年度と予算額比較で１,２４６万

１,０００円、２.３％の増でございます。令和４年度平均被保険者見込み数と令和３年中の所得

により試算を行っております。 

 ４款１項県補助金２２億１,１５４万１,０００円、対前年度比較で０.２％の減でございます。

こちらは保険給付費等県交付金で、町が行う医療費に必要な費用を県が交付するものでございま

す。 

 ５款１項他会計繰入金２億４,４３０万３,０００円、対前年度比較９.７％の減になります。

主に、法定外の一般会計繰入金の減額によるものでございます。 

 続きまして、８ページ、９ページの歳出をお願いします。 

 主なものを申し上げます。１款総務費１,９１２万万８,０００円、対前年度比較３７.７％の

減です。人件費が主なものですが、健康保険に関する資格や給付管理のための電算システム改修

費などの事務費でございます。 

 ２款保険給付費２１億６５８万２,０００円、対前年度比較０.７％の減です。１項の療養費、

２項の高額療養費が主なものですが、被保険者が減少傾向にあるのに対しまして１人当たりの医

療費は増加すると見込まれます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金７億７,８４６万２,０００円、対前年度比較０.８％の増です。 

 県全体の保険給付費について、国・県費等の公費で賄われない部分を県内の市町村で分かち合

う制度で、それぞれの市町村の医療水準や所得水準、年齢構成などによって県から算定された額

を納付するものでございます。 
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 ６款保険事業費３,５６２万円、対前年度比較２.９％の増です。いずれも生活習慣病を中心と

した疾病予防と医療費の伸びを抑制するための保険事業予算と特定健康診査委託料及び受診率向

上に向けた事業予算を計上しております。 

 国民健康保険特別会計は、以上でございます。 

 続けて、議案第２３号令和４年度須恵町後期高齢者医療特別会計予算の提出についてでござい

ます。 

 議案書は１ページでございますが、このまま令和４年度特別会計歳入歳出予算書で説明させて

いただきます。 

 予算書の５５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４億１,０００万円と定める。 

 第２項歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算によるとしてお

ります。 

 次の５７ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 主なものを申し上げます。１款１項後期高齢者医療保険料２億８,８３０万円、対前年度比較

５.７％の増でございます。こちらは福岡県後期高齢者医療広域連合が試算しました金額を計上

しております。 

 ３款１項他会計繰入金２億２,００７万８,０００円、対前年度比較９％の増でございます。 

 人件費を含む事務費にかかります繰入金と保険料軽減分に相当します保険基盤安定繰入金を計

上しております。 

 次の５８ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款１項総務管理費１,５９４万５,０００円、対前年度比較３３.６％の増で、職員人件費が

主なものでございます。 

 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金３億９,１５３万６,０００円、対前年度比較６.３％

の増でございます。歳入の保険料、保険基盤安定繰入金などで収納しましたものを広域連合へ納

付するものでございます。 

 以上、令和４年度後期高齢者医療特別会計の主な予算でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○議長（松山 力弥）  次に、議案第２４号から議案第２６号までについて、説明を求めます。稲

永上下水道課長。 

○上下水道課長（稲永 勝章）  特別会計歳入歳出予算の８７ページをお願いいたします。 
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 議案第２４号令和４年度須恵町公共下水道事業特別会計予算の提出について。 

 令和４年度須恵町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額はそれぞれ１１億４,５００万円と定めるものです。 

 第２項歳入歳出予算の款項の区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算により説明いたします。 

 地方債第２条、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表の

地方債により説明いたします。 

 債務負担行為、第３条債務負担行為をする行為をすることができる事項、期間及び限度額は第

３表債務負担行為で説明いたします。 

 ８９ページをお願いいたします。 

 歳入です。 

 主なものといたしまして、１款分担金及び負担金１項負担金８１５万円、前年度比３７.７％

の減は、供用開始面積の減によるものです。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料３億１,２１０万円、前年度比２.３％の減は前年度実績によ

る減を見込んでいます。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金８,７９０万円、前年度比３.４％の増は管渠築造工事等の増に

よるものです。 

 ５款繰入金１項他会計繰入金３億１,３４０万１,０００円、前年度比７.２％の減です。 

 ２項基金繰入金２,２３３万７,０００円、前年度比５.１％の減は、平成３０年度、（令和

３０年度）に積み立てた基金から当該年度の令和４年度分を繰り入れるものです。 

 ８款町債１項町債４億１１０万円、前年度比１３.６％の増は流域下水道建設費等の増による

ものです。 

 ９０ページをお願いします。 

 歳出です。 

 主なものといたしまして、１款総務費１項総務管理費２億３,２９３万３,０００円、前年度比

１１.３％の減は多々良川流域下水道維持管理費負担金の減によるものです。 

 ２款下水道事業１項下水道事業費４億３７７万６,０００円、前年度比１２.７％の増は、工事

請負費等の増によるものです。 

 ３款公債費１項公債費５億７５８万３,０００円、前年度比０.５％の減は償還利子の減による

ものです。 

 ９１ページをお願いします。 

 第２表地方債、起債の目的、下水道事業債、多々良川流域下水道建設費負担金分限度額

２,８３０万円、多々良川流域関連公共下水道分２億３８０万円、資本費平準化債公共下水道分
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１億４５０万円、資本費平準化債流域下水道分１,４９０万円、特別措置分４,０６０万円、公営

企業会計適用債９００万円、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりです。 

 ９２ページをお願いします。 

 第３表、債務負担行為、事項、下水道資産評価整理事務委託、期間令和４年から令和５年度、

限度額２６０万円、事項、下水道企業会計システム導入業務委託、期間令和４年度から令和５年

度、限度額５５０万円。共に令和６年４月からの公営企業化に付随する事業でございます。 

 続きまして、特別会計歳入歳出予算の１２７ページをお願いいたします。 

 議案第２５号令和４年度須恵町農業集落排水事業特別会計予算の提出について。 

 令和４年度須恵町農業集落排水事業特別会計の予算は次の定めるところによる。 

 歳入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額はそれぞれ６,５００万円と定めるものです。第

２項歳入歳出予算の款項の区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算により説明いたします。 

 地方債、第２条、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表

の地方債により説明いたします。 

 債務負担行為、第３条債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は第３表

債務負担行為で説明いたします。 

 １２９ページをお願いします。 

 歳入です。 

 主なものといたしまして、２款使用料及び手数料１項使用料６３２万５,０００円、前年度比

２.２％の減は、前年度実績による増を見込んでおります。 

 ５款繰入金１項他会計繰入金３,７８６万６,０００円、前年度比１０.９％の減です。 

 ６項町債１項町債２,０８０万円、前年度比２０％の減です。 

 １３０ページをお願いします。 

 歳出です。 

 主なものといたしまして、１款１項総務管理費９０万５,０００円、前年度比７２.９％の減は、

委託料の減によるものです。 

 ２款農業集落排水事業費１項農業集落排水事業費１,３９０万３,０００円、前年度比５.４％

の減は、委託料の減によるものです。 

 ３款公債費１項公債費４,９３４万１,０００円、前年度比１２.２％の減は、償還元金の減に

よるものです。 

 １３１ページをお願いします。 

 第２表地方債、起債の目的、下水道事業債、資本費平準化債、限度額２,０００万円、公営企

業会計適用債、限度額８０万円、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりです。 
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 １３２ページをお願いします。 

 第３表、債務負担行為、事項、集落排水資産評価整理業務委託、期間、令和４年度から令和

５年度、限度額１８０万円、これも令和６年度４月からの公営企業会計に付随する事業でござい

ます。 

 以上です。 

 続きまして、別冊の水道事業会計予算書の３ページをお願いいたします。 

 議案第２６号令和４年度須恵町水道事業会計予算について。 

 第１条、令和４年度須恵町の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予算量は次のとおりとする。１、給水戸数１万１,０００戸、前年度比と同数

です。２、年間総水量２８３万６,０００立方メートル、前年度比１.６％の増の見込みです。３、

年間有収水量２７１万９,０００立方メートル、前年度比１.４％の増の見込みです。４、１日平

均水量７,７６９立方メートル、前年度比１.６％の増の見込みです。５、建設改良事業費１億

３,３０４万８,０００円、前年度比１０.９％の増の見込みです。これは、配水施設の改良費の

増によるものです。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。 

 収入、第１款水道事業収益６億８,７１０万８,０００円、前年度比５.８％の増、これは営業

収益のうち給水収益の増によるものです。 

 支出、第１款水道事業費５億９,４３９万９,０００円、前年度比０.３％の増、これは営業用

費のうち浄水費の委託料、材料費等の増によるものです。 

 ４ページをお願いします。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 収入、第１款資本的収入３,５５０万円、前年度比３１.５％の増、これは、配水管等施設改良

工事に伴う負担金の増です。 

 支出、第１款資本的支出２億６７９万４,０００円、前年度比９.１％の増、これは、配水施設

改良に伴う工事請負費の増によるものです。 

 第４条の括弧書きで、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億７,１２９万

４,０００円は、損益勘定留保資金等で補てんするとしております。 

 第５条、次に掲げる経費の流用については、議会の議決を得なければならない。１、職員給与

費７,９６０万６,０００円、前年度比７.８％の減は、人事異動によるものです。２、公債費

１０万円、前年比と同額です。 

 第６条、棚卸資産購入限度額は７００万円と定める。これは量水器の購入の限度額でございま

す。 
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 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第２１号から議案第２６号までについては

先ほど設置した予算審査特別委員会に付託することとしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第２１号から議案第２６号までは予

算審査特別委員会に付託することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３０．諮問第１号 
○議長（松山 力弥）  日程第３０、諮問第１号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。平松町長。 

○町長（平松 秀一）  諮問第１号人権擁護委員の推薦についてでございます。 

 人権擁護委員に下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、本議

会の意見を求めるものでございます。 

 住所、須恵町大字上須恵７７６番地３、氏名、岡本省二、生年月日、昭和３０年１月１日

６７歳、任期、令和４年７月１日から令和７年６月３０日まで。 

 提案理由の説明といたしまして、人権擁護委員、岡本省二氏が令和４年６月３０日をもって任

期満了のため、再任を提案するものでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。討論を省略し、諮問第１号について採決に入りま

す。 

 本案に御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、諮問第１号人権擁護委員の推薦については、

原案のとおり賛成することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３１．発議第１号 
○議長（松山 力弥）  日程第３１、発議第１号ロシア軍のウクライナ侵攻に強く抗議し、恒久平
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和を求める決議を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。６番、川口満浩君。 

○議員（６番 川口 満浩）  議案書の１ページをお願いします。 

 発議第１号ロシア軍のウクライナ侵攻に強く抗議し、恒久平和を求める決議についてでござい

ます。 

 この議案について別紙のとおり須恵町議会会議規則の規定により提出するものです。 

 提案理由として、ロシア軍のウクライナ侵攻に強く抗議し、武力行使の即時停止と軍の完全撤

退を求め、恒久平和を実現するため提案するものです。 

 ２ページに決議の内容を示しており、ロシア政府に対し、誠実に国際法を遵守し、平和的に対

応することを求めるものです。詳細については、全員協議会で説明しておりますので割愛させて

いただきます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（松山 力弥）  提出者の説明が終わりました。この議案については、全員協議会において

も協議がなされておりますので、質疑を省略し、これより発議第１号について討論に入ります。

討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。よって、発議第１号について採決に入ります。 

 本案に御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、発議第１号ロシア軍のウクライナ侵攻に強

く抗議し、恒久平和を求める決議は原案のとおり可決することに決定しました。 

 ここで、私、議長より決議書を読み上げさせていただきます。 

 ロシア軍のウクライナ侵攻に強く抗議し、恒久平和を求める決議 

 世界中が新型コロナウイルス感染症への対応に追われている最中、ロシア軍は去る２月４日早

朝、国際社会の度重なる警告を無視し、ウクライナへの侵攻を開始した。そして、首都キエフへ

の攻撃を開始するなど、ウクライナ全土への軍事攻撃を行い、民間人を含め多数の犠牲者を出し

続けている。これは、明らかに国連憲章に違反し、世界の安全保障と国際秩序を脅かす侵略であ

り、断じて容認できない暴挙である。よって、本町議会は、ロシア軍による攻撃とウクライナの

主権侵害に強く抗議と非難の意を表明するとともに、ロシア政府に対し、武力行使の即時停止と

ウクライナ領土から直ちに全ての軍隊を完全かつ無条件で撤退すること及び誠実に国際法を遵守

し、平和的に対応することを強く求めるものである。 

 以上、決議する。 

 令和４年３月２日 

 須恵町議会。 
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○議長（松山 力弥）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、３月７日午前１０時から行います。 

 本日は、これにて散会します。 

午後２時04分散会 
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